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委託上限額300,000,000円となっておりますが、
こちらは3年間の業務終了後、ご報告後に一括でお支払いされるもの
でしょうか

委託代金の支払方法は、募集要領５．支払条件に定めるとおりです。

「５. 支払条件
（１）支払方式
委託代金の支払方式は、業務完了後に費用の精算等を行う概算契約
方式とし、契約締結後、受託者は必要に応じて履行期間中に委託代
金の概算払を受けることができるものとする。概算払を希望する場合
は、別途、所定様式を振興会に提出すること。なお、委託代金は日本
国通貨により支払う。」
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